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別紙

業務の適正を確保するための体制及びその運用状況の概要

本会は、理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他

一般財団法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制等（以

下、内部統制システムという。）を整備している。

内部統制システムの体制及び 2024 年度における内部統制システムの運用状況の概要を以

下のとおり記載する。

1. 理事及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

（体制）

 本会の内部統制システムを確立し、実施し、維持し、継続的に改善するための指針とし

て『内部統制マニュアル』を作成し、これを適正に運用する。

 本会のすべての役職員（グループ各社の役職員等を含む）が職務の執行に際し遵守し

なければならない基本原則を掲げた『コンプライアンスマニュアル』を作成し、その浸

透に努める。

（運用状況の概要）

 会長は、副会長 1 名をコンプライアンス委員長、コンプライアンス関係部所の長を委

員にそれぞれ任命し、業務の適正性・適法性を確保する体制を整備している。

 本会及びグループ会社のすべての役員および従業員（アルバイトや派遣職員、退職 1年

以内の者を含む）が通報可能な相談窓口を設置し、不正やコンプライアンス違反の早

期発見及び未然防止を図る体制をとっている。

 相談窓口が受け付けた通報案件は、社外の弁護士・社会保険労務士により審議され、コ

ンプライアンス違反が認められた場合は、コンプライアンス委員会、常勤役員会及び

常勤監事に報告されている。

2. 理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

（体制）

 本会が所有する情報資産の管理強化を目的とする『情報セキュリティ方針』に基づき、

本会職員の情報リテラシーとセキュリティ意識を高める取り組みを継続的に講じる。

（運用状況の概要）

 理事会その他重要な会議の議事録は、それぞれの関連会規に従い適切に作成及び管理

されている。

 理事、監事及び権限を付与された役職員に限り、これらの記録を随時閲覧できる体制

をとっている。

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

（体制）
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 内部統制システムを機能させるにあたり、本会の経営に重大な影響があると予測でき

るリスク要因に十分配慮するものとする。

 『リスク管理規則』を制定した上で、全協会的に適用し、広範な業務におけるリスク管

理を実施する。

（運用状況の概要）

 『リスク管理規則』に従い、本会全体で取り組むべき重大リスクを各部が識別した場

合は、毎月開催する執行役員会に随時報告し、適時的確なリスク管理を行っている。

 舶用機関の陸上運転試験データ不正に関し旗国政府と連携して、不正の是正を図ると

ともに、認証機関としての再発防止策を講じた。

 米国において発生したコンテナ船の橋梁衝突事故や承認舶用機器の不具合について、

旗国政府、関係当局と連携して原因調査、是正措置の実施など必要な対応を行った。

 承認舶用品の不具合対策の展開に関し、タイムリーな報告の欠落によるリスク管理の

不全が判明し、リスクの認知と報告について、組織内の徹底を図った。

 近年急速に高度化しているサイバー攻撃による被害防止対策の一環として、全職員に

ITリテラシー研修を実施した。

4. 理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

（体制）

 上位組織における権限及び責任の明確化を図り、理事の職務の執行が効率的に行われ

ることを確保する。

 理事の監督機能と業務執行機能を明確にするため、執行役員制度を運営する。本会の

目的である事業（業務）を執行する理事等を執行役員とし、理事会の決議により選任す

るものとする。

（運用状況の概要）

 理事の職務の執行にあたっては、会議体への付議事項を定めた各規定に基づき、理事

会、常勤役員会及び執行役員会といった組織横断的な各種会議体に適切に付議し、総

合的に検討したうえで意思決定を行っている。

 理事会の決議により選任された執行役員は、中期経営計画（2022年～2026年）に基づ

き業務を執行している。

5. 監事がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における、当該使用人に関

する事項及び当該使用人の理事からの独立性に関する事項、並びに監事の当該使用人に

対する指示の実効性の確保に関する事項

6. 理事及び使用人が監事に報告をするための体制、その他の監事への報告に関する体制及

び当該報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを

確保するための体制、並びにその他監事の監査が実効的に行われることを確保するため

の体制

7. 監事の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続、その他の当該職務の執行

について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

（体制）

 上記 5.から 7.に掲げる事項を含む内部統制システムに関する基本方針を策定する。
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（運用状況の概要）

 『監事監査規則』に基づき、監事事務局に監事の職務を補助する担当者を置き、監事の

職務の補助業務を執行する体制を整備している。

 監事の職務の執行に必要となる費用については、監査計画に基づき予算措置するとと

もに、本会の経理手続きの中で適正に支払われている。

 理事会の開催前に監事会を開催し、理事会付議事項を事前に審議することで、監査の

実効性を強化している。

8. 本会及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

（体制）

 本会は、グループ全体を通して適正に業務を執行できる体制を構築する。

 『コンプライアンスマニュアル』を本会グループ会社にも適用するとともに、各社に

おける社内規程の整備を図る。

（運用状況の概要）

 グループ会社の管理体制を強化すべく、本会が「関係会社管理に関する規則」を運用す

るに際し必要となる対応及び協力に子会社が応じることを定めた協定書を締結してい

る。

以上


